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教 育 委 員 会 規 則

鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年４月23日

鳥取県教育委員会委員長 上 山 弘 子

鳥取県教育委員会規則第８号

鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則

（鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則の一部改正）

第１条 鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則（昭和52年鳥取県教育委員会規則第３号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

様式第１号(第８条関係) 様式第１号（第８条関係）

（表面）

鳥取県立大山青年の家利用申込書 鳥取県立大山青年の家利用申込書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

年 月 日 年 月 日

申込者 郵 便 番 号 申込者 郵 便 番 号

住 所 住 所

団 体 名 団 体 名

代表者氏名 代表者氏名

電 話 電 話

次のとおり鳥取県立大山青年の家を利用したいの 次のとおり鳥取県立大山青年の家を利用したいの

で、申し込みます。 で、申し込みます。

申込みに当たっては、鳥取県立大山青年の家の管理

運営に関する規則第９条の規定を遵守し、かつ、鳥取

県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例

（以下「条例」という。）第５条第２項各号に該当す

る利用でないことを誓約します。

略 略

注 条例第５条第２項第３号の該当の有無について

必要に応じ鳥取県警察本部に照会することがあ

る。

平成22年４月23日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第49号
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（裏面）

□ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそ

れがないこと。

□ 青年の家の施設設備をき損し、若しくは汚損

し、又はそのおそれがないこと。

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第２号に規定する暴力団の利益になる利

用ではないこと。

□ 利用に当たっては、鳥取県立大山青年の家の管

理運営に関する規則第９条の規定を遵守するこ

と。

上記のとおり相違ないことを誓約します。

注

１ 該当する□にレ印を記入すること。

２ 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に

関する条例第５条第２項第３号の該当の有無につ

いて必要に応じ鳥取県警察本部に照会することが

ある。

（鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則の一部改正）

第２条 鳥取県立船上山少年自然の家の管理運営に関する規則（昭和52年鳥取県教育委員会規則第４号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第８条関係） 様式第１号（第８条関係）

（表面）

鳥取県立船上山少年自然の家利用申込書 鳥取県立船上山少年自然の家利用申込書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

年 月 日 年 月 日

申込者 郵 便 番 号 申込者 郵 便 番 号

住 所 住 所

団 体 名 団 体 名

代表者氏名 代表者氏名

電 話 電 話

平成22年４月23日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第49号
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平成22年４月23日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第49号

次のとおり鳥取県立船上山少年自然の家を利用した 次のとおり鳥取県立船上山少年自然の家を利用した

いので、申し込みます。 いので、申し込みます。

申込みに当たっては、鳥取県立船上山少年自然の家

の管理運営に関する規則第９条の規定を遵守し、か

つ、鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関

する条例（以下「条例」という。）第５条第２項各号

に該当する利用でないことを誓約します。

略 略

注 条例第５条第２項第３号の該当の有無について

必要に応じ鳥取県警察本部に照会することがあ

る。

（裏面）

□ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそ

れがないこと。

□ 少年自然の家の施設設備をき損し、若しくは汚

損し、又はそのおそれがないこと。

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第２号に規定する暴力団の利益になる利

用ではないこと。

□ 利用に当たっては、鳥取県立船上山少年自然の

家の管理運営に関する規則第９条の規定を遵守す

ること。

上記のとおり相違ないことを誓約します。

注

１ 該当する□にレ印を記入すること。

２ 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に

関する条例第５条第２項第３号の該当の有無につ

いて必要に応じ鳥取県警察本部に照会することが

ある。

（鳥取県立むきばんだ史跡公園の管理運営に関する規則の一部改正）

第３条 鳥取県立むきばんだ史跡公園の管理運営に関する規則（平成22年鳥取県教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前
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様式第１号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係）

（表面）

鳥取県立むきばんだ史跡公園施設利用許可申請書 鳥取県立むきばんだ史跡公園施設利用許可申請書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

年 月 日 年 月 日

申請者 申請者

住所 住所

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

（法人にあっては、所在地並びに名 （法人にあっては、所在地並びに名

称及び代表者の氏名） 称及び代表者の氏名）

電話番号 電話番号

担当者名 担当者名

鳥取県立むきばんだ史跡公園の施設を次のとおり 鳥取県立むきばんだ史跡公園の施設を次のとおり

利用することについて、許可を申請します。 利用することについて、許可を申請します。

申請に当たっては、鳥取県立むきばんだ史跡公園

の設置及び管理に関する条例（以下「条例」とい

う。）第10条の行為の制限等を遵守し、かつ、条例

第６条第２項の利用許可制限に該当する利用でない

ことを誓約します。

略 略

注 注

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 条例第６条第２項第３号への該当の有無につい

て必要に応じ鳥取県警察本部に照会することがあ

ります。

（裏面）

□ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそ

れがないこと。

□ 史跡公園の施設をき損し、若しくは汚損し、又

はそのおそれがないこと。

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第２号に規定する暴力団の利益になる利

用ではないこと。

□ 利用に当たっては、鳥取県立むきばんだ史跡公

園の設置及び管理に関する条例第10条の規定を遵

守すること。

上記のとおり相違ないことを誓約します。

注
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１ 該当する□にレ印を記入すること。

２ 鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に

関する条例第６条第２項第３号の該当の有無につ

いて必要に応じ鳥取県警察本部に照会することが

ある。

様式第２号（第８条関係） 様式第２号（第８条関係）

（表面）

鳥取県立むきばんだ史跡公園内行為許可申請書 鳥取県立むきばんだ史跡公園内行為許可申請書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

年 月 日 年 月 日

申請者 申請者

住所 住所

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

（法人にあっては、所在地並びに名 （法人にあっては、所在地並びに名

称及び代表者の氏名） 称及び代表者の氏名）

電話番号 電話番号

担当者名 担当者名

鳥取県立むきばんだ史跡公園において次の行為を 鳥取県立むきばんだ史跡公園において次の行為を

行うことについて、許可を申請します。 行うことについて、許可を申請します。

申請に当たっては、鳥取県立むきばんだ史跡公園

の設置及び管理に関する条例（以下「条例」とい

う。）第10条の行為の制限等を遵守し、かつ、条例

第６条第２項の利用許可制限に該当する利用でない

ことを誓約します。

略 略

注 注

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 条例第６条第２項第３号への該当の有無につい

て必要に応じ鳥取県警察本部に照会することがあ

ります。

（裏面）

□ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそ

れがないこと。

□ 史跡公園の施設をき損し、若しくは汚損し、又

はそのおそれがないこと。

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第２号に規定する暴力団の利益になる利

用ではないこと。

□ 利用に当たっては、鳥取県立むきばんだ史跡公
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園の設置及び管理に関する条例第10条の規定を遵

守すること。

上記のとおり相違ないことを誓約します。

注

１ 該当する□にレ印を記入すること。

２ 鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に

関する条例第６条第２項第３号の該当の有無につ

いて必要に応じ鳥取県警察本部に照会することが

ある。

様式第３号（第８条関係） 様式第３号（第８条関係）

（表面）

鳥取県立むきばんだ史跡公園内物品販売許可申請書 鳥取県立むきばんだ史跡公園内物品販売許可申請書

職 氏 名 様 職 氏 名 様

年 月 日 年 月 日

申請者 申請者

住所 住所

氏名 ㊞ 氏名 ㊞

（法人にあっては、所在地並びに名 （法人にあっては、所在地並びに名

称及び代表者の氏名） 称及び代表者の氏名）

電話番号 電話番号

担当者名 担当者名

鳥取県立むきばんだ史跡公園において次のとおり 鳥取県立むきばんだ史跡公園において次のとおり

物品を販売することについて、許可を申請します。 物品を販売することについて、許可を申請します。

申請に当たっては、裏面記載の鳥取県立むきばん

だ史跡公園の設置及び管理に関する条例第10条の行

為の制限等を遵守し、かつ、同条例第６条第２項の

利用許可制限に該当する利用でないことを誓約しま

す。

略 略

注

１ 申請者の氏名を自署する場合には、押印を省略

することができる。

２ 条例第６条第２項第３号への該当の有無につい

て必要に応じ鳥取県警察本部に照会することがあ

ります。

注 申請者の氏名を自署する場合には、押印を省略

することができる。

（裏面）
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□ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそ

れがないこと。

□ 史跡公園の施設をき損し、若しくは汚損し、又

はそのおそれがないこと。

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第２号に規定する暴力団の利益になる利

用ではないこと。

□ 利用に当たっては、鳥取県立むきばんだ史跡公

園の設置及び管理に関する条例第10条の規定を遵

守すること。

上記のとおり相違ないことを誓約します。

注

１ 該当する□にレ印を記入すること。

２ 鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理

に関する条例第６条第２項第３号の該当の有無

について必要に応じ鳥取県警察本部に照会する

ことがある。

（鳥取県立博物館の管理運営に関する規則の一部改正）

第４条 鳥取県立博物館の管理運営に関する規則（昭和47年鳥取県教育委員会規則第７号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第８条関係） 様式第１号（第８条関係）

（表面）

鳥取県立博物館展示室等利用申込書 鳥取県立博物館展示室等利用申込書

職 氏名 様 職 氏名 様

次のとおり鳥取県立博物館を利用したいので、申 次のとおり鳥取県立博物館を利用したいので、申

し込みます。 し込みます。

申込みに当たっては、鳥取県立博物館の設置及び

管理に関する条例（以下「条例」という。）第７条

の規定を遵守し、かつ、条例第６条第２項各号に該

当する利用でないことを誓約します。

年 月 日 年 月 日
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申込者 住所 申込者 住所

氏名 氏名

略 略

備考 略 備考 略

注 条例第６条第２項第３号の該当の有無について

必要に応じ鳥取県警察本部に照会することがあ

る。

（裏面）

□ 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそ

れがないこと。

□ 博物館の施設又は資料をき損し、若しくは汚損

し、又はそのおそれがないこと。

□ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第２条第２号に規定する暴力団の利益になる利

用ではないこと。

□ 利用に当たっては、鳥取県立博物館の設置及び

管理に関する条例第７条の規定を遵守すること。

上記のとおり相違ないことを誓約します。

注

１ 該当する□にレ印を記入すること。

２ 鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例第

６条第２項第３号の該当の有無について必要に応

じ鳥取県警察本部に照会することがある。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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人 事 委 員 会 規 則

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成22年４月23日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第11号

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す

る規則

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年鳥取県人

事委員会規則第31号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１ 岩美町 １ 岩美町

機 関 職 機 関 職

略 略

町長部局 課長 会計管理者 出納 町長部局 課長 会計管理者 出納

室長 参事（総務課に所 室長 参事（総務課に所

属するものに限る。） 属するものに限る。）

課長補佐（総務課又は企 課長補佐（総務課又は財

画財政課に所属するもの 務課に所属するものに限

に限る。） 庶務法制係 る。） 庶務法制係長

長 財政係長 財政係長

略 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 八頭町 ４ 八頭町

機 関 職 機 関 職

略 略

町長部局 課長 会計管理者 出納 町長部局 課長 会計管理者 出納

室長 課長補佐（総務課 室長 情報政策室長 収

に所属するものに限 納対策室長 課長補佐

る。） （総務課に所属するもの

に限る。）

略 略
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５～９ 略 ５～９ 略

10 大山町 10 大山町

機 関 職 機 関 職

略 略

町長部局 課長 会計管理者 参事 町長部局 課長 会計管理者 課長

課長補佐（総務課に所 補佐（総務課に所属する

属するものに限る。） ものに限る。）

略 略

診療所 所長 副所長 診療所 所長 副所長 事務局長

略 略

11 南部町 11 南部町

機 関 職 機 関 職

略 略

町長部局 課長 会計管理者 出納 町長部局 課長 出納室長 総務行

室長 総務行政改革室長 政改革室長 財政室長

財政室長

略 略

教育委員会事務局 教育長 教育次長 課長 教育委員会事務局 教育長 教育次長

略 略

12 伯耆町 12 伯耆町

機 関 職 機 関 職

略 略

教育委員会事務局 教育長 教育次長 室長 教育委員会事務局 教育長 教育次長 室長

参事

略 略

13及び14 略 13及び14 略

15 江府町 15 江府町

機 関 職 機 関 職

略 略

町長部局 課長 課長参事 参事 町長部局 課長 参事 会計管理者

会計管理者 室長 室長

略 略

16～23 略 16～23 略

24 鳥取中部ふるさと広域連合 24 鳥取中部ふるさと広域連合

機 関 職 機 関 職

事務局 局長 次長 課長 主査 事務局 局長 次長 課長 主査

中部クリーンセンタ 所長

ー

ほうきリサイクルセ 所長

ンター

摩瑠山斎場 場長

25～28 略 25～28 略

備考 備考

１ この表中「課長補佐（総務課に所属するもの １ この表中「課長補佐（総務課に所属するもの

に限る。）」又は「課長補佐（総務課又は企画 に限る。）」又は「課長補佐（総務課又は財務
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財政課に所属するものに限る。）」とは、これ 課に所属するものに限る。）」とは、これらの

らの課長補佐のうち人事、給与若しくは職員団 課長補佐のうち人事、給与若しくは職員団体と

体との関係に関する事務又は予算に関する事務 の関係に関する事務又は予算に関する事務を行

を行う課長補佐をいう。 う課長補佐をいう。

２及び３ 略 ２及び３ 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。




